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介護プロフェッショナルのキャリア段位制度 

 

介護保険最新情報 Vol.２９２をご覧になりました

か？これは厚労省からの「『介護プロフェッショナルの

キャリア段位制度』のパンフレットについて」の連絡

です。 

 

キャリア段位制度は、内閣府が進めている「実践キャ

リア・アップ戦略」の一部で、「わかる（知識）」と「で

きる（実践的スキル）」の２つの切り口で職業能力を客観

的に評価する制度です。 

 

「わかる（知識）」は既存の研修終了により、「できる

（実践的スキル）」は共通基準で評価し、７段階のレベル

認定を行い、レベル４以上がプロレベルとなります。（介

護福祉士でレベル４） 

 

この制度は今年の秋からスタートする予定で、職員の

「やりがい」と「モチベーション」の向上や、若い人の

介護分野への参入の促進、転職によるデメリットの軽減

等が期待されています。 

 

まずはこの秋、レベルを認定するための評価者、「アセ

ッサー」を各事業所に設置するところから始まります。 

 

 また、パンフレットの６ページに記載してあります通

り、OJT の一環としてこの制度を導入することにより、

処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすことになりま

す。 

他の介護報酬への広がりを考えると今後の動向に注目

です。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ae5j-at
t/2r9852000002aekd.pdf 
（厚生労働省ホームページ） 

 

 

詳しくはお気軽にお問い合わせください。 

info@care-mas.com 

（訪問介護）サービス提供責任者配置体制減算 

 

 既にご存じの通り、平成２４年度の介護報酬改正

によって、（介護予防）訪問介護事業所について、

新たに「サービス提供責任者配置体制減算」という

ものが出来ました。 

これは、サービス提供責任者の中にヘルパー２級

の方が 1人でもいたら、その月の報酬全体を１０%

カットするという減算です。 

この減算は今後６年間続き、最初の３年間は１

０%減算、４～６年目はおそらく３０%の減算、そし

て 7年目以降はヘルパー２級の方はサ責にはなれな

いかということが想定されます。 

 

 平成２５年３月３１日までは経過措置が設けられて

おりますが、この経過措置の適用を受けている事業所

は以下の点にご注意ください。 

 

・３月３１日現在で、サ責に登録されているヘルパ

ー２級の方、ご本人が特例の対象となるため、その方

が退職した段階で特例は終了します。 

 

・利用者の増加によりサ責の追加が必要になった場

合、ヘルパー２級の方を追加のサ責にした段階で、こ

の減算は適用されます。 

 

 ・特例の対象となった方は、来年３月末までに介護

福祉士の資格取得、基礎研修もしくは１級ヘルパーの

研修終了のいずれかが「確実に見込まれる」方である

必要があります。介護福祉士に合格せず、基礎研修や

１級ヘルパー研修も未受講の場合、最悪の状況では１

年分遡って減算も考えられなくはありません。 

 また、基礎研修、1級ヘルパー受講には時間がかか

るため、１月２月になって慌てて取ろうとしても間に

合いませんので注意が必要です。 

  

 

 いつサ責の方が辞めるか分からない、募集してもす

ぐに応募があるか分からないことを考慮すると、サ責

になるかもしれない方々を事業所内で教育していく必

要がこれからはあるのかもしれません。 

 

 

セミナー 
情報 

E –mail: info@care-mas.com 
FAX ０３－６４５０－２１７４ http://www.care-mas.com 


